
第

二

千

六

百

五

十

三

号

平

成

二

十

七

年

六

月

五

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の

防
止
に
関
す
る
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
事
務
の
一
部
を
委
託
す

る
法
人
そ
の
他
の
団
体

(

防

災

課)

四
〇
一
ペ
ー
ジ

○
救
急
病
院
の
認
定

(

医
療
整
備
課)

四
〇
一

○
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
の
一
部
変
更

(

農

政

課)

四
〇
二

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

四
〇
二

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(
環
境
生
活
政
策
課)

四
〇
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

四
〇
二

○
基
本
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

四
〇
三

○
公
共
測
量
の
実
施

(

同

)

四
〇
三

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分

(

都
市
整
備
課)
四
〇
三

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所)
四
〇
四

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

(

同

)

四
〇
四

○
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
及
び
保
守
運
用
業

務
委
託
の
仕
様
書
案
に
対
す
る
意
見
招
請
に
関
す
る
公
告

(

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学)

四
〇
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

四
〇
五

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

図

書

館)

四
〇
六

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例(

平
成
二

十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
事
務
の
一
部
を
委
託

す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

事
務
の
一
部
を
委
託
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体

下
呂
市
森
九
六
〇
番
地

御
嶽
山
山
岳
遭
難
防
止
対
策
協
議
会

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
七
日

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

次
の
医
療
機
関
を
救
急
病
院
と
し
て
平
成
二
十
七
年
六
月
四
日
認
定
し
た
の
で
、
救
急
病
院
等
を
定

め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

医

療

機

関

名

所

在

地

有

効

期

限
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日



道
路
の
種
類 恵

那
漁
業
協
同
組
合

中
津
川
市
栄
町
七
番
三
〇
号

長
良
川
中
央
漁
業
協
同
組
合

美
濃
市
曽
代
一
番
地
の
三

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

路
線
名

区

間

内
共
第
二
十
六

号 内
共
第
十
六
号

内
共
第
十
八
号

免
許
番
号

次
の
と
お
り

次
の
と
お
り

変
更
の
内
容

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五

日 平
成
二
十
七
年
五
月
十
五

日
遊
漁
規
則
施
行
の
日

供
用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

県
道

土

岐

可

児
線

土
岐
市
泉
町
久
尻
字
丸
石
一
四
五

九
番
六
五
地
先
か
ら

同

市
同
町
同

字
同

一
四
六

一
番
六
〇
地
先
ま
で ���･�

平
成
��･�･�
平
成
��･��･��平成��･�･��

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組

合
連
合
会
久
美
愛
厚
生
病

院

高
山
市
中
切
町
一
番
地
一

平
成
三
〇
・

六
・

三

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五

種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
の
一
部
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次｣

は
省
略
し
、
岐
阜
県
農
政
部
農
政
課
水
産
振
興
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
阿
木
ふ
る
さ
と
福
祉
村

三

代

表

者

の

氏

名

前
田

勝
彦

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
中
津
川
市
阿
木
三
三
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
福
祉
・
健
康
・
医
療
な
ど

を
中
心
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
に
お
け
る｢

福
祉
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ｣

の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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粕
川
一
ノ
井
幹
線
用
水

地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

池

田

町

役

場

縦

覧

場

所

平
成
二
七
・

六
・

五
か
ら

同

・

七
・

三
ま
で

縦

覧

期

間

○
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

基
本
重
力
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
六
月
十
五
日
か
ら

同

二
十
八
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

高
山
市

○
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

空
中
写
真
撮
影
及
び
オ
ル
ソ
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
か
ら

同

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

大
垣
市

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
池
田
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

池
田
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

数
値
撮
影
及
び
写
真
地
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら

同

二
十
八
年
三
月
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

池
田
町

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分

土
地
区
画
整
理
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜

市
か
ら
岐
阜
都
市
計
画
事
業
岐
阜
駅
北
口
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
七
年
五
月
二

十
日
に
行
っ
た
旨
、
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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わ
に
薬
局
駅
西
店

み
や
び
調
剤
薬
局

ま
み
や
調
剤
薬
局
岐
南
店

ア
ポ
ロ
調
剤
薬
局
蘇
原
店

名

称

た
じ
み
岩
瀬
眼

科 社
会
医
療
法
人

厚
生
会

木
沢

記
念
病
院

名

称

多
治
見
市
本
町
三
―

一
〇
一
―
一

ク
リ

ス
タ
ル
プ
ラ
ザ
多
治

見
四
階

美
濃
加
茂
市
古
井
町

下
古
井
五
九
〇

所

在

地
高
山
市
昭
和
町
二
―
八
五
―
一

本
巣
市
三
橋
三
―
九
一
―
一

羽
島
郡
岐
南
町
下
印
食
三
―
一
四
―

三 各
務
原
市
蘇
原
申
子
町
二
―
一
一
―

一
〇

所

在

地

眼
科

整
形
外
科

自
立
支
援
医

療
を
担
当
す

る
診
療
科
名

眼
科

整
形
外
科

担
当
し
よ
う

と
す
る
医
療

の
種
類

同 同 同 育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 育
成
・

更
生

自
立
支

援
医
療

の
種
類

同 同 同 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

同 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

さ
く
ら
薬
局
大
垣
東
前
店

名

称

県
北
西
部
地
域

医
療
セ
ン
タ
ー

国
保
白
鳥
病
院

名

称

ふ
く
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
名

称

サ
ン
調
剤
薬
局
脛
永
店

ピ
ノ
キ
オ
薬
局
為
真
店

郡
上
市
白
鳥
町
為
真

一
二
〇
五
―
一

所

在

地
大
垣
市
東
前
三
―
四
―
二

所

在

地

関
市
武
芸
川
町
八
幡
三
三
一
―
一

所

在

地

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
脛
永
二
五
七
五
―

二 郡
上
市
白
鳥
町
為
真
一
二
〇
一

内
科

自
立
支
援
医

療
を
担
当
す

る
診
療
科
名

腎
臓

担
当
し
よ
う

と
す
る
医
療

の
種
類

育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 同

更
生

自
立
支

援
医
療

の
種
類

平
成
��･�･� 変

更

年
月
日

平
成
��･�･� 変

更

年
月
日

平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

同 同

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

病
院
・
診
療
所)

(

薬
局)

(

訪
問
看
護
事
業
者
等)

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

病
院
・
診
療
所)

(
薬
局)
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○
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
及
び
保
守
運
用
業
務
委
託
の
仕
様
書
案
に
対

す
る
意
見
招
請
に
関
す
る
公
告

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
及
び
保
守
運
用
業
務
委
託
に
つ
い
て
仕
様
書
案
の

作
成
が
完
了
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
仕
様
書
案
に
対
す
る
意
見
を
招
請
し
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
及
び
保
守
運
用
業
務
一
式

２
意
見
の
提
出
方
法
等

�
提
出
期
限
平
成
27年
６
月
26日

(金
)
午
後
５
時
(郵
送
の
場
合
は
､
必
着
の
こ
と
｡)

�
提
出
先
〒
503―

0006
大
垣
市
加
賀
野
四
丁
目
１
番
地
７

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
総
務
課
管
理
調
整
係

電
話
0584―

75―
6600

�
提
出
方
法
仕
様
書
案
と
と
も
に
交
付
す
る
意
見
招
請
説
明
書
に
よ
る
｡

３
仕
様
書
案
の
交
付
期
間
及
び
交
付
場
所

�
交
付
期
間
平
成
27年
６
月
５
日
(金
)
か
ら
平
成
27年
６
月
19日

(金
)
ま
で
の
毎
日
(県

の
機
関
の
休
日
を
除
く
｡)
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

�
交
付
場
所
２
の�
に
同
じ
｡

４
意
見
招
請
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

２
の�
に
同
じ
｡

５
Sum
m
ary

�
Subject

of
the
m
aterials

to
be
put
forw
ard
for
com
m
ent:

Setup,
operation,

and
m
aintenance

of
the
netw

ork
system

s
of

the
Institute

of
Advanced

M
edia

Arts
and

Sciences

�
D
ate
and

tim
e
for
the
distribution

of
m
aterials

for
com
m
ent:

D
aily,

from
9:00

a.m
.
to
5:00

p.m
.
from

5
June

through

19
June

2015
(excluding

w
eekends

and
national

holidays)

�
D
eadline

for
the
subm

ission
of
am
endm

ents
and

additions
to
the

m
aterials

for
com
m
ent:

26
June

2015,5:00
p.m
.

(Am
endm

ents
and

additions
subm

itted
by
m
ail
m
ust
be
received

by
26
June

2015,5:00p.m
.)

�
For

further
inform

ation,
please

contact:

System
s
Section,

G
eneral

Affairs
D
ivision

Institute
of
Advanced

M
edia

Arts
and

Sciences

4-1-7
K
agano,

O
gaki

C
ity,
G
ifu
Prefecture,

503-0006

Tel:
0584-75-6600

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

神
戸
町
南

部
土
地
改

良
区

平
成
��･��･�
理
事

清

水

正

安
八
郡
神
戸
町
大
字
南
方

一
五
九
番
地

同

清

水

勝

行

同

大
字
西
保
一
五
八
三
番
地

同

石�
隆

博

同

大
字
下
宮
一
八
〇
一
番
地

同

大

場

俊

夫

同

大
字
和
泉

八
三
五
番
地

同�
橋

和

久

同

大
字
更
屋
敷
六
八
〇
番
地
の
一

同

飯

田

七

郎

同

大
字
西
保

九
一
六
番
地

同

清

水

孝

朔

同

大
字
八
条
九
三
番
地
の
一

同

馬

淵

勝

美

同

大
字
南
方
一
〇
二
三
番
地
の
二

同

布

施

豪

信

同

大
字
加
納

二
六
五
番
地

同

坪

井

正

和

同

大
字
中
沢
三
二
九
番
地
の
一
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同

林

正

一

同

大
字
更
屋
敷
三
九
〇
番
地
の
二

同

鈴

木

勲

同

大
字
前
田
九
八
番
地
の
一

同

傍

島

一

同

大
字
瀬
古

二
九
六
番
地

同

傍

島

孝

雄

同

一
九
九
番
地

同

増

田

弘

大
垣
市
草
道
島
町

七
二
四
番
地

監
事

水

野

和

義

安
八
郡
神
戸
町
大
字
西
保
一
六
二
八
番
地

同

竹

中�
同

大
字
加
納

一
七
四
番
地

同

大

場

尊

美

同

大
字
和
泉
七
九
三
番
地
の
二

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

神
戸
町
南

部
土
地
改

良
区

平
成
��･��･�
理
事

傍

島

一

安
八
郡
神
戸
町
大
字
瀬
古

二
九
六
番
地

同

清

水

勝

行

同

大
字
西
保
一
五
八
三
番
地

同

傍

島

孝

雄

同

大
字
瀬
古

一
九
九
番
地

同

布

施

豪

信

同

大
字
加
納

二
六
五
番
地

同

林

千

尋

同

大
字
神
戸

五
四
八
番
地

同

早

崎

治

男

同

大
字
更
屋
敷
六
八
〇
番
地
の
二

同

林

弘

同

大
字
西
保

九
一
二
番
地

同

馬

淵

勝

美

同

大
字
南
方
一
〇
二
三
番
地
の
二

同�
橋

義

弘

同

大
字
南
方

一
三
二
番
地

同

清

水

孝

朔

同

大
字
八
条
九
三
番
地
の
一

同

大

場

一

彦

同

大
字
和
泉

九
〇
二
番
地

同

川

瀬

眞

同

大
字
中
沢

六
〇
七
番
地

同

立

川

晴

義

同

大
字
下
宮
一
七
八
八
番
地

同

鈴

木

治

雄

同

大
字
前
田

九
〇
番
地

同

増

田

弘

大
垣
市
草
道
島
町

七
二
四
番
地

監
事

水

野

和

義

安
八
郡
神
戸
町
大
字
西
保
一
六
二
八
番
地

同

布

施

紀

信

同

大
字
加
納

二
六
四
番
地

同

大

場

尊

美

同

大
字
和
泉
七
九
三
番
地
の
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
図
書
館
で
使
用
す
る
電
気
1,152,328kW

h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
27年
３
月
11日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
27年
４
月
22日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
８
番
７
号

株
式
会
社
Ｆ
―
Ｐ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ

代
表
取
締
役
洞
洋
平

６
落
札
金
額
25,406,718円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
図
書
館
総
務
課
管
理
調
整
係

�
所
在
地
岐
阜
市
宇
佐
四
丁
目
２
番
１
号
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平
成
二
十
七
年
六
月
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


